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   北斗市ＰＣＲ検査等事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染

症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コロナウイル

ス感染症をいう。以下同じ。）の感染拡大を防止するため、市内に所在する事業所の利

用者等にＰＣＲ検査等を受検させた事業者に対し、予算の範囲内で交付する補助金につ

いて、北斗市補助金等交付規則（平成１８年北斗市規則第４０号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 ＰＣＲ検査等とは、新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検

体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査（それ

に代わる方法による検査を含む。）をいう。 

２ 事業所とは、市内に所在する次の各号に掲げるものをいう。 

(1）障害福祉サービス事業所等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス及

び同条第１８項に規定する相談支援並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援、同条第７項に規定する障害児相談

支援及び同法第７条第２項に規定する障害児入所支援を実施する事業所をいう。） 

(2) 介護サービス事業所（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項に規

定する居宅サービス事業を行う事業所（居宅療養管理指導を行う事業所を除く。）、

同法第７８条の２第１項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、同法第７

９条第１項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所、同法第８条第２７項に規定す

る介護老人福祉施設、同条第２８項に規定する介護老人保健施設及び同法第１１５条

の２２第１項に規定する介護予防支援事業を行う事業所をいう。） 

(3) サービス付き高齢者向け住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年

法律第２６号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。） 

(4) 保育等事業所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第 7条に規定する保育所、

幼保連携型認定こども園、障害児入所施設、児童発達支援センター、同法第６条の３

第２項、第６項及び第１３項に規定する放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠

点事業及び病児保育事業を実施する放課後児童クラブ等並びに学校教育法 （昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園をいう。） 

３ 新規入所（通所）者とは、令和３年２月１日以降に前項第１号から第３号に掲げる事



業所に入所又は通所を開始した者をいう。 

４ 職員とは、第２項に掲げる事業所に勤務している者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、前条

第２項に掲げる事業所を管理運営する事業者とする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、令和３年２月１日から令和３年７月３１日まで

の間において、新規入所（通所）者又は職員（以下「検査対象者」という。）に対し、補

助対象者がＰＣＲ検査等を受検させる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に必要な措置として、補助対象者の 

指示により実施されること。 

(2) ＰＣＲ検査等の受検について、あらかじめ検査対象者からの承諾を得ていること。 

 （検査の回数） 

第５条 補助対象となる検査の回数は、次の各号に掲げる回数とする。 

(1) 新規入所（通所）者の検査は、１人につき２回までとする。 

(2) 職員の検査は、回数に上限を設けないものとする。ただし、２回目以降の検査は、

前回のＰＣＲ検査等実施日から１ヶ月以上の間隔を空けるものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、ＰＣＲ検査等の実施に要した費用とする。ただし、１人１回につ

き１５，０００円を上限とする。 

（交付申請の添付書類） 

第７条 規則第３条第２号の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 検査対象者の名簿 

(2) 検査対象者が事業所を利用し、又は事業所に勤務していることが分かる証明書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の概算払） 

第８条 規則第９条第２項の補助金等概算払申請書には、様式第１号によるＰＣＲ検査等

実施計画書を添付するものとする。 

 （実績報告書の添付書類） 

第９条 規則第１４条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 検査対象者がＰＣＲ検査等を実施したことが分かる領収書の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（補助金に係る経理） 

第１０条 補助対象者は、補助金に係る経理について、他の会計と区分して経理し、一定

の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を

整備し、かつ、これらの帳簿並びに書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終

了後５年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 



   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 



様式第１号（第８条関係） 

 

ＰＣＲ検査等実施計画書 

 

補助対象者 住所（事業所の所在地） 

      氏名（事業所を管理運営する 

         代表者の職氏名） 

 

No. 
ＰＣＲ検査等を受検

させる者の氏名 
区分 

ＰＣＲ検査等を受検

させる場所 

ＰＣＲ検査等の受

検予定日 

ＰＣＲ検査等の実施

に要する費用の見込

み額 

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

  新規入所(通所)者 

職員 

   

 
    

合計      円 

※記載欄が不足する場合は、別紙に記載の上、添付し提出すること。 

※区分欄は新規入所（通所）者又は職員いずれかを〇で囲むこと。 


